
株式会社エクスモーション

定時株主総会
招 集 ご 通 知

第18回

証券コード：4394

第１号議案

第２号議案

第３号議案

▶ 剰余金の処分の件

▶ 取締役（監査等委員である取締役を
除く。）６名選任の件

▶ 監査等委員である取締役１名選任の件

開催日時

開催場所

決議事項

2026年２月26日（木曜日）
午後2時（受付開始：午後1時30分）

東京都品川区北品川五丁目５番15号
大崎ブライトコア３階

「大崎ブライトコアホール」

※会場へは末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
※株主総会ご出席の皆様へのお土産のご用意はございません。
あらかじめご了承ください。

インターネットまたは書面（郵送）による議決権行使期限

2026年２月25日（水曜日）
午後５時30分まで
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■ 株主の皆様へ ■

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第18回定時株主総会を2026年２月26日（木曜日）に開催いたしますので、ここ

に招集ご通知をお届けいたします。

生成AIの時代に、当社の「勝ち筋」を取りに行く

代表取締役社長 渡辺 博之

株主のみなさまへ
平素より当社をご支援いただき、誠にありがとうございます。本日は、決算
のご報告に先立ち、当社がこれからどこに向かおうとしているのかを、代表
の私自身の言葉でお伝えしたいと思います。

これまでの当社
当社はこれまで、「ソフトウェア開発のやり方を良くすれば、品質が上がり、
結果として効率も上がる」という考え方で、お客様を支援してきました。少
し「教科書的」で「真面目」なやり方です。効果は確実ですが、短期間で
「世界が一変した」 と感じるような、派手なインパクトをお見せするタイ
プの支援ではありませんでした。

今、何が起きているのか
しかし、世の中は大きく変わりつつあります。最近の車は、スマートフォン
のように、ソフトウェアを後から更新して、新しい機能を追加できるように
なっています。テスラの車がネット経由で自動運転機能を進化させているの
が、わかりやすい例です。この流れは車だけでなく、建設機械、農業機械、
医療機器など、あらゆる製品に広がっています。「製品を売って終わり」で
はなく、「売った後もソフトウェアで価値を高め続ける」ことが、製造業の
当たり前になろうとしています。

製造業が直面している「壁」
この変化に対応するため、メーカーはこれまでとは桁違いの量とスピードで
ソフトウェアを作り続ける必要があります。しかし、従来のやり方──つま
り「人を増やして対応する」──では、 人件費が膨れ上がり、ビジネスと
して成り立ちません。これは、自動車をはじめとする日本の製造業全体が直
面している、 構造的な課題です。
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生成AIが「ゲームのルール」を変える
ここで、生成AIが状況を一変させる可能性があります。 生成AIというと「プログラムを自動で書いてくれる」
というイメージがあるかもしれません。しかし、本当に生産性を上げるカギは、プログラムを書く前の段階 ─
─「何を作るか決める」「どう設計するか考える」という上流の工程にあります。 ここを生成AIで効率化できれ
ば、 開発全体のスピードと品質を、一気に引き上げることができます。

当社の「勝ち筋」
このポイントこそ、当社の強みが活きる場所です。 当社は18年間、「良いソフトウェアをどう作るか」というノ
ウハウを蓄積してきました。このノウハウと生成AIを組み合わせることで、品質を落とさずに、生産性を大幅に
高める──そんな支援ができると考えています。実際、当社はすでに「生成AI × ソフトウェア開発ノウハウ」
を組み合わせた新しい支援を始めており、手応えを感じ始めています。

コンサルタントの人数に縛られない会社へ
さらに、この生成AIの活用を進めることで、当社のビジネスモデル自体を変えようとしています。これまでは、
当社のコンサルタントがお客様に一社一社、付きっきりで支援するスタイルでした。このやり方は丁寧ですが、
コンサルタントの人数以上には事業を拡大できないという限界があります。これからは、当社のノウハウを生成
AIに組み込み、「人が付きっきりでなくても、自動で支援できる仕組み」を作っていきます。これが実現すれば、
コンサルタントの人数に縛られず、需要が増えても対応できる会社になれます。今まさに、製造業でソフトウェ
ア開発の需要が爆発的に増えようとしている。そのタイミングで、当社が「需要増に対応できるビジネスモデ
ル」に変わろうとしている。この2つが、ちょうど噛み合っているのです。

これからの計画
2025年11月期（当期）は、この新しいモデルが本当に成り立つのか、実際のプロジェクトで検証する一年でし
た。結果として、「生成AIとソフトウェア開発ノウハウを掛け合わせれば、製造業が必要とする生産性は実現で
きる」という確信を持つことができました。2026年11月期（翌期）は、このモデルを事業の中で積極的に展開
し、この分野で強いポジションを確立する一年にしたいと考えています。

株主のみなさまへのお約束
当社は、これまでの着実な成長の延長にとどまるつもりはありません。 生成AIの時代に「ソフトウェア開発支
援のやり方を変えた会社」として、新しいスタンダードを創る存在になることを目指します。このビジネスモデ
ルの転換が成功すれば、売上の成長だけでなく、利益率の改善も期待できます。結果として、中長期的な企業価
値と株主価値の大きな成長を実現できると考えています。ぜひ、この新しい挑戦の行方を、「この会社がどこま
で行くのか」を楽しみにしながら見守っていただければ幸いです。引き続き、変わらぬご支援を賜りますよう、
心よりお願い申し上げます。
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証券コード 4394
2026年２月３日

（電子提供措置の開始日2026年１月28日）
株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目11番１号
株式会社エクスモーション
代表取締役社長 渡 辺 博 之

第18回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第18回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し

上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下

記ウェブサイトに「第18回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲
載しております。

当社ウェブサイト
https://www.corporate.exmotion.co.jp/ir/stock/meeting.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エクスモーション」または
「コード」に当社証券コード「4394」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に
選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面によって議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
2026年２月25日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申
し上げます。

敬 具

2026年01月19日 16時52分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

― 2 ―

記
１．日 時 2026年２月26日（木曜日）午後２時（受付開始：午後１時30分）
２．場 所 東京都品川区北品川五丁目５番15号

大崎ブライトコア３階 「大崎ブライトコアホール」
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第18期（2024年12月１日から2025年11月30日まで）事業報告の内

容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算
書類監査結果報告の件

２．第18期（2024年12月１日から2025年11月30日まで）計算書類の内
容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし

て取り扱わせていただきます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ

ていただきます。
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議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類を

ご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使には以下の3つの方法がございます｡

● 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使のお取り扱いについて
議決権行使書用紙において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

こちらに、議案の賛否をご記入ください。
【第１号議案・第３号議案】

【第２号議案】

否認する
場合

賛成の
場合 「賛」の欄に○印 「否」の欄に○印

全員否認する
場合

全員賛成の
場合 「賛」の欄に○印 「否」の欄に○印

一部の候補者を
否認する場合

「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号を
ご記入いただくか、「否」の欄に○印をし、賛成
する候補者の番号をご記入ください。

日時

会場

株主総会にご出席される場合

2026年2月26日（木曜日）午後2時（受付開始：午後1時30分）
東京都品川区北品川五丁目5番15号大崎ブライトコア3階

「大崎ブライトコアホール」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。 代理人によるご出席について
議決権をご行使できる当社の他の株
主1名様を代理人にご指定のうえ、
代理権を証明する書面を株主総会開
会前に当社にご提出ください。

郵送で議決権をご行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示いただき、ご返送ください｡

2026年2月25日（水曜日）
午後5時30分到着分まで

行使
期限

インターネットで議決権をご行使される場合

議決権行使サイトで議案に対する賛否を
ご入力いただき､ ご送信ください。

2026年2月25日（水曜日）
午後5時30分入力分まで

行使
期限

見本
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お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された
「ログインID」および「仮パスワード」を入力

スマートフォンでの議決権行使は、
「ログインID」「仮パスワード」の入力が
不要になりました！

議決権行使書用紙
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「次の画面へ」をクリック

1

2

議決権行使ウェブサイトにアクセスする

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部（ヘルプデスク）

ふ0120-173-027
（通話料無料、受付時間：9：00～21：00）

議決権行使サイトの操作方法に関する
お問い合わせについて

「ログイン」
をクリック

※ 書面（郵送）およびインターネットの
両方で議決権行使をされた場合は、イ
ンターネットによる議決権行使を有効
な議決権行使としてお取り扱いいたし
ます。

※ インターネットにより複数回議決権を
ご行使された場合、またはパソコンと
スマートフォンで重複して議決権をご
行使された場合は、最後に行われたも
のを有効として取り扱わせていただき
ます。

ご注意事項

「ログイン用QRコード」
はこちら

インターネット等による議決権行使のご案内

https://evote.tr.mufg.jp/
議決権行使ウェブサイト

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から議決権行使ウェブサイトにアクセス
いただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

2026年２月25日（水曜日）午後５時30分入力分まで

議決権行使期限
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、原則として

減配せず、増配か配当維持を続ける累進配当を基本方針としております。
以上の配当方針に基づき、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じ

ます。
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類

金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円
総額60,508,460円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年２月27日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満

了となります。つきましては、社外取締役１名を含む取締役（監査等委員である取締役を除く。）
６名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会から全ての取締役（監査等委員である取締役を除

く。）候補者について適任である旨の意見を得ております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

なが お あきら

長 尾 章
（1955年２月23日生）

1983年３月 株式会社トータルシステムコンサルタント設
立 取締役

1997年４月 同社常務取締役
1998年１月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役
2000年１月 同社常務取締役事業本部長
2000年３月 同社専務取締役事業本部長
2004年１月 同社代表取締役専務

株式会社エフ・エフ・ソル代表取締役会長
2005年３月 株式会社ソルクシーズ代表取締役副社長
2006年３月 同社代表取締役社長
2008年９月 当社代表取締役社長
2009年12月 株式会社コアネクスト代表取締役会長
2010年12月 株式会社イー・アイ・ソル代表取締役会長
2013年12月 当社代表取締役会長
2014年１月 株式会社インフィニットコンサルティング取

締役会長
2015年１月 株式会社ノイマン代表取締役会長
2017年12月 株式会社アスウェア取締役（現任）
2018年２月 当社取締役会長（現任）
2019年５月 株式会社Fleekdrive代表取締役会長
2020年４月 株式会社アリアドネ・インターナショナル・

コンサルティング取締役
2022年６月 株式会社エーアイ社外取締役（現任）
2022年７月 株式会社eek代表取締役会長
2023年３月 株式会社ソルクシーズ代表取締役会長
2024年３月 同社取締役会長（現任）
2024年12月 株式会社エフ・エフ・ソル取締役（現任）
2024年12月 株式会社コアネクスト取締役（現任）
2025年１月 株式会社インフィニットコンサルティング取

締役（現任）
2025年１月 株式会社Fleekdrive取締役（現任）
2025年１月 株式会社eek取締役（現任）

−

【取締役候補者とした理由】
長尾章氏は、当社の親会社である株式会社ソルクシーズ及びそのグループ各社の経営において重要

な役割を果たし、当社の企業価値の向上に貢献しており、当社の更なる成長と発展のために適切な人
材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

２

わた なべ ひろ ゆき

渡 辺 博 之
（1962年12月11日生）

1996年６月 株式会社オージス総研入社
2008年９月 当社専務取締役
2013年12月 当社取締役社長
2017年２月 当社代表取締役社長（現任）
2019年３月 株式会社ソルクシーズ取締役（現任）
2023年３月 日の出ソフト株式会社（現 株式会社ｂｕｂ

ｏ）代表取締役社長（現任）

136,000株

【取締役候補者とした理由】
渡辺博之氏は、2008年９月の当社設立以来、取締役として、ソフトウェアエンジニアリングにお

ける豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しており、当社の
更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

３

よし むら み き

芳 村 美 紀
（1967年６月18日生）

1991年４月 株式会社リコー入社
2008年９月 当社常務取締役（現任）
2017年２月 当社管理本部管掌兼研究・開発本部管掌
2024年２月 当社セールス・マーケティング本部管掌
2025年２月 当社管理本部管掌兼セールス・マーケティン

グ本部管掌（現任）

120,000株

【取締役候補者とした理由】
芳村美紀氏は、2008年９月の当社設立以来、取締役として、ソフトウェアエンジニアリングにお

ける豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しており、当社の
更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

４

こ はま むね たか

小 濵 宗 隆
（1969年12月４日生）

1993年４月 株式会社オージス総研入社
2009年２月 当社入社
2016年12月 当社執行役員研究・開発本部長
2024年２月 当社取締役研究・開発本部長（現任）

20,000株

【取締役候補者とした理由】
小濵宗隆氏は、2009年２月の当社入社以来、ソフトウェアエンジニアリングにおける豊富な経験

と幅広い見識に基づき、エグゼクティブコンサルタントとして、当社の主要事業のコンサルティング
事業を牽引してまいりました。また、先端技術の深耕やコンサルティングツールの開発など、企業価
値の向上に貢献しており、当社の更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取
締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

５

さい とう けん いち

斎 藤 賢 一
（1968年11月19日生）

1992年４月 株式会社ケンウッド（現 株式会社ＪＶＣケ
ンウッド）入社

2003年８月 株式会社リコー入社
2009年１月 当社入社
2016年12月 当社執行役員セールス・マーケティング本部

長
2023年６月 当社執行役員コンサルティング本部長
2024年２月 当社取締役コンサルティング本部長（現任）

20,000株

【取締役候補者とした理由】
斎藤賢一氏は、2009年１月の当社入社以来、ソフトウェアエンジニアリングにおける豊富な経験

と幅広い見識に基づき、エグゼクティブコンサルタントとして、当社の主要事業のコンサルティング
事業を牽引してまいりました。また、Eureka Boxの拡販など、新規サービスを展開し、企業価値の
向上に貢献しており、当社の更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役
候補者といたしました。

６

わし ざき ひろ のり

鷲 﨑 弘 宜
（1976年11月19日生）

2002年４月 早稲田大学助手
2004年４月 国立情報学研究所助手
2008年４月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工

学科准教授
国立情報学研究所客員准教授

2010年10月 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニ
アリング研究所所長（現任）

2015年10月 Ecole Polytechnique de Montreal
Visiting

2015年12月 株式会社システム情報社外取締役（監査等委
員）

2016年４月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工
学科教授（現任）
国立情報学研究所客員教授（現任）

2018年２月 当社社外取締役（現任）
2021年１月 IEEE Computer Society Vice President
2025年１月 IEEE Computer Society President
2026年１月 IEEE Computer Society Past-President

（現任）

−

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
鷲﨑弘宜氏は、当社において2018年２月より社外取締役を務めております。同氏は、社外役員と

なること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、ソフトウェアエンジニアリング分
野の専門家であり、同分野での卓越した知見と豊富な経験を有しており、専門的・客観的な見地から
有益な助言をいただいております。引き続き、その知見及び経験を活かし、助言をいただくことを期
待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．芳村美紀氏の戸籍上の氏名は、木村美紀であります。
３．鷲﨑弘宜氏は、社外取締役候補者であります。
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４．鷲﨑弘宜氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結
の時をもって８年となります。

５．長尾章氏は、現在、当社の親会社であります株式会社ソルクシーズの業務執行者であります。同氏の
同社における地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄に
記載のとおりであります。

６．渡辺博之氏は、当社の親会社であります株式会社ソルクシーズの取締役であり、同社は当社の特定関
係事業者に該当いたします。

７．当社は、鷲﨑弘宜氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任
が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

８．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「４．会社役員の状況（4）役員等賠償責任保険契約
の内容の概要等」に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契
約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での
更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役甲斐素子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

か い もと こ

甲 斐 素 子
（1972年７月８日生）

1999年 9 月 株式会社ソルクシーズ入社
2013年12月 株式会社エフ・エフ・ソル監査役（現任）
2014年１月 株式会社コアネクスト監査役（現任）
2015年１月 株式会社ソルクシーズ経理部長
2018年２月 当社取締役（監査等委員）（現任）
2018年３月 株式会社イー・アイ・ソル監査役
2019年４月 株式会社ソルクシーズ執行役員経理部長
2019年５月 株式会社Fleekdrive監査役（現任）
2020年４月 株式会社アリアドネ・インターナショナル・

コンサルティング監査役
2021年３月 株式会社ソルクシーズ取締役管理本部副本部

長兼経理部長
2022年12月 株式会社アスウェア監査役（現任）
2023年１月 株式会社インフィニットコンサルティング

監査役（現任）
2024年７月 株式会社エフ監査役（現任）
2025年１月 株式会社ソルクシーズ取締役管理本部長兼経

理部長
2026年１月 株式会社ソルクシーズ取締役管理本部長兼総

務部長兼経理部長（現任）

−

【取締役候補者とした理由】
甲斐素子氏は、当社において、2018年２月より監査等委員である取締役を務めております。同氏は、経理

部門での財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査等に活かしていただく適切な
人材であると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。
（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「４．会社役員の状況 (４)役員等賠償責任保険契約
の内容の概要等」に記載のとおりです。監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、引
き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時にお
いても同内容での更新を予定しております。

以 上
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事 業 報 告

（2024
2025

年
年
12
11

月
月

１
30

日から
日まで）

１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国経済は、米国の通商政策等による影響が自動車産業を中

心にみられるものの、緩やかに回復しています。先行きについては、雇用・所得環境の改
善や、各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されますが、米国の通商政策の
影響による景気下振れリスクには引き続き留意する必要があります。
当社グループの事業領域である組込みソフトウェア開発のコンサルティング業界におき

ましては、製造業をはじめ、多くの産業分野でソフトウェアの重要性が高まり、高付加価
値のソフトウェア開発の技術支援が必要とされています。あらゆるものをソフトウェアで
定義するSDx時代が到来し、また、生成AIによりソフトウェア開発の手法そのものも転換
が迫られています。
このような環境の下、コンサルティング事業は、従来の自動車業界の顧客からの継続案

件だけでなく、他の産業分野からの新規顧客案件の獲得が進みました。「Eureka Box
（ユーリカボックス）」は、リスキリング需要の高まりを背景に順調に推移し、生成AIを活
用した要件定義支援サービス「CoBrain（コブレイン）」も2024年11月のサービス提供
開始以降の受注が好調で、2025年11月に発表した機能追加により、今後のさらなる受注
拡大が見込まれます。
この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高1,386,816千円（前期比7.9％増）、営

業利益189,955千円（同22.1％増）、経常利益194,194千円（同23.0％増）、親会社株主
に帰属する当期純利益127,466千円（同28.5％増）と増収増益となり、売上高、営業利
益および経常利益は過去最高となりました。
なお、当社グループはコンサルティング事業の単一セグメントであり、セグメント別の

記載を省略しております。
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② 設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました当社の設備投資の総額は45,143千円で、そ

の主なものは次のとおりであります。
イ．有形固定資産 7,197千円
ロ．無形固定資産 37,946千円

③ 資金調達の状況
該当事項はありません。

（2）財産及び損益の状況

区 分 第 15 期
（2022年11月期）

第 16 期
（2023年11月期）

第 17 期
（2024年11月期）

第 18 期
（当連結会計年度）
（2025年11月期）

売 上 高（千円） 1,048,089 1,105,430 1,284,756 1,386,816

経 常 利 益（千円） 186,364 134,717 157,855 194,194
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（千円） 134,523 6,661 99,225 127,466

１株当たり当期純利益 （円） 45.56 2.24 32.90 42.24

総 資 産（千円） 1,711,858 1,701,791 1,765,923 1,857,799

純 資 産（千円） 1,589,249 1,553,287 1,598,231 1,669,871

１株当たり純資産 （円） 536.17 515.08 529.98 551.95
（注）１．第16期が連結初年度となりますので、第15期は当社単体の数値を記載しております。

２．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産
は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社に対する
議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 の 内 容

株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ 1,494,500千円 52.9％ ソフトウェア開発事業

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 の 内 容

株 式 会 社 ｂ ｕ ｂ ｏ 5,000千円 100.0％ ソフトウェア開発事業
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（4）対処すべき課題
① 優秀な人材の確保

ホームページのリニューアル、展示会への出展のほか採用メディア（ビジネスSNS）の
活用等により当社グループの知名度向上を図り、新卒、中途にかかわらず、積極的に人員
確保を行っていきます。人員不足による機会損失を防止するため、専任者を設置して採用
を強化し、継続して、採用活動を行い、即戦力となる人材の確保に努めております。ま
た、新卒の採用及び教育による人員確保も並行して行ってまいります。

② 収益基盤の拡充
当社グループは、自動車分野以外の新規分野における収益基盤の強化が課題の一つであ

ると考えております。当社グループは、自動車分野で培ったソリューションを展開できる
新規分野（医療、建設機械等）への参入等に注力しながら事業を展開してまいります。医
療機器分野や建設機械等、自動車業界以外への対応も、規模は小さいものの、展開を図っ
ております。
また、コンサルタントの人員数の制約を受けないストックビジネスとして、オンライン

による学習プラットフォーム「Eureka Box（ユーリカボックス）」と生成AIを活用した
要件定義支援サービス「CoBrain（コブレイン）」の拡販に注力してまいります。

③ コーポレート・ガバナンス体制及び内部管理体制の強化
当社グループが継続的な成長を続けるためには、コーポレート・ガバナンス機能と内部

管理体制の強化は必須であると認識しております。コーポレート・ガバナンスに関して
は、経営の効率性、健全性を確保すべく、監査等委員会の設置や内部監査及び内部統制シ
ステムの整備によりその強化を図っているところです。
また、内部管理体制については管理部門の増員を実施しておりますが、一層の体制強化

が必要であると認識しております。

（5）主要な事業内容（2025年11月30日現在）
当社グループは、ソフトウェアの設計技術、コード品質の改善、及び複数の製品を効率的

に開発するための部品開発や派生開発から高付加価値なソフトウェアテストまで、ソフトウ
ェア開発に有効な多くの技術について豊富な経験と技術を有するコンサルタントを擁し、
SDVの実現に向けて取り組む自動車業界を中心に提案から課題解決までをワンストップで提
供することで、顧客を支援するコンサルティング会社です。
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当社グループが提供する主なサービス内容は以下のとおりであります。
① コンサルティング

自動車やロボット、デジタル機器等の製品に組込まれる「組込みソフトウェア」の品質
改善に特化したコンサルティングの提供

② コンサルティング＋生成AI
プロフェッショナルの知見に基づくコンサルティングに生成AIを活用し、「高品質＋高

生産性」ニーズに対応したソリューションとして提供
③ ツール

生成AIを活用した要件定義支援サービス「CoBrain（コブレイン）」として提供
④ 人材育成

コンサルティングで当社グループが活用するエンジニアリング手法を人材育成用のトレ
ーニングサービスと、オンラインによる学習プラットフォーム「Eureka Box（ユーリカ
ボックス）」として提供

（6）主要な事業所（2025年11月30日現在）
当 社 の 本 社 東京都品川区大崎二丁目11番１号

（7）使用人の状況（2025年11月30日現在）
① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

88名 3名増

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

76名 2名増 44.6歳 6.5年

（注） 使用人数は就業人員であり、正社員及び契約社員の総数を記載しております。臨時雇用者は該当ありま
せん。

（8）主要な借入先の状況（2025年11月30日現在）
該当事項はありません。

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株式の状況（2025年11月30日現在）
（1）発行可能株式総数 8,000,000株

（2）発行済株式の総数 3,025,500株（自己株式77株を含む）

（3）株主数 1,616名（前期末比11名増）

（4）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ 1,600,000株 52.89％

渡 辺 博 之 136,000 4.50

芳 村 美 紀 120,000 3.97

井 山 幸 次 64,000 2.12

山 﨑 勝 明 61,200 2.02

矢 上 博 英 38,500 1.27

服 部 勢 35,000 1.16

Ｇ Ｍ Ｏ ク リ ッ ク 証 券 株 式 会 社 25,200 0.83

大 村 貴 徳 25,000 0.83

小 濵 宗 隆 20,000 0.66

斎 藤 賢 一 20,000 0.66

三 輪 有 史 20,000 0.66

（注）１．持株比率は自己株式（77株）を控除して計算しております。
２．芳村美紀氏の戸籍上の氏名は、木村美紀であります。

３．新株予約権等の状況
（1）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況
該当事項はありません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
（1）取締役の状況（2025年11月30日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 長 尾 章

株式会社ソルクシーズ 取締役会長
株式会社エフ・エフ・ソル 取締役
株式会社インフィニットコンサルティング 取締役
株式会社コアネクスト 取締役
株式会社アスウェア 取締役
株式会社Fleekdrive 取締役
株式会社eek 取締役
株式会社エーアイ 社外取締役

代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 博 之 株式会社ソルクシーズ 取締役
株式会社ｂｕｂｏ 代表取締役社長

常 務 取 締 役 芳 村 美 紀 管理本部管掌兼セールス・マーケティング本部管掌

取 締 役 小 濵 宗 隆 研究・開発本部長

取 締 役 斎 藤 賢 一 コンサルティング本部長

取 締 役 鷲 﨑 弘 宜

早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究
所 所長
早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科 教授
国立情報学研究所 客員教授
IEEE Computer Society President

取締役（監査等委員） 水 谷 幸 二

佃パートナーズ株式会社 代表取締役
三田アドバイザリー株式会社 取締役
株式会社トップ教育センター 代表取締役会長
株式会社OKAN 社外監査役
宏洋株式会社 代表取締役社長

取締役（監査等委員） 甲 斐 素 子

株式会社ソルクシーズ 取締役 管理本部長兼経理部長
株式会社エフ・エフ・ソル 監査役
株式会社インフィニットコンサルティング 監査役
株式会社コアネクスト 監査役
株式会社アスウェア 監査役
株式会社Fleekdrive 監査役
株式会社エフ 監査役
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取締役（監査等委員） 中 村 渡

中村公認会計士事務所 所長
中村渡税理士事務所 所長
J-STAR株式会社 監査役
株式会社百戦錬磨 監査役
J-STARアセットマネジメント株式会社 監査役

（注）１．芳村美紀氏の戸籍上の氏名は、木村美紀であります。
２．取締役鷲﨑弘宜氏並びに取締役（監査等委員）水谷幸二氏及び中村渡氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員）甲斐素子氏は、当社親会社の株式会社ソルクシーズの経理部長として財務・経

理業務に携わってきた豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており
ます。

４．取締役（監査等委員）中村渡氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する
相当程度の知見を有しております。

５．当社は、常勤の監査等委員の選定は行っておりませんが、取締役（監査等委員）水谷幸二氏は、重要
な社内会議への出席等による日常的な情報収集及び情報の共有を行っております。また、内部監査担
当者と監査等委員会が連携して監査活動を行い、監査の実効性を確保しております。

６．当社は、取締役鷲﨑弘宜氏並びに取締役（監査等委員）水谷幸二氏及び中村渡氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（3）補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役（監査等委員である取
締役を含む。）及び執行役員、子会社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担
しておりません。当該保険契約により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して
損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金等が塡補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法

に利益または便宜を得た場合や犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締
法規に違反することを認識しながら行った行為などの場合には塡補の対象としないこととし
ております。
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（5）取締役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年３月12日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役
を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議して
おります。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員
会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容

の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合している
ことや、監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に
沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。

ａ．基本方針
当社の取締役（監査等委員を除く。以下同じ。）の報酬は、企業価値の持続的な向上

を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定
に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取
締役のうち業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等
により構成し、監督機能を担う取締役会長および社外取締役については、その職務に鑑
み、基本報酬のみを支払うこととする。

ｂ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時
期または条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他

社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する
ものとする。

ｃ．業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期
または条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標

（KPI）を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに
応じて算出された額を変動報酬（金銭報酬）として翌事業年度の基本報酬と合わせて支
給する。

ｄ．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決
定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する

業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、監査等委員会におい
て検討を行う。取締役会（ｅの委任を受けた代表取締役社長）は監査等委員会の答申内
容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等
の内容を決定することとする。
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ｅ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容

の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額お
よび各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員

会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答
申の内容に従って決定をしなければならないこととする。

② 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 報酬等の総額
（千円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （千 円） 対象となる
役員の員数
（名）基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く。）
（うち社外取締役）

65,426
（1,200）

65,426
（1,200）

−
（−）

−
（−）

6
（1）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

3,900
（3,900）

3,900
（3,900）

−
（−）

−
（−）

2
（2）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

69,326
（5,100）

69,326
（5,100）

−
（−）

−
（−）

8
（3）

（注）１．取締役（監査等委員を除く。）の支給人員は、無報酬の取締役（監査等委員を除く。）１名を除いてお
ります。

２．取締役（監査等委員）の支給人員は、無報酬の取締役（監査等委員）１名を除いております。
３．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
４．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2017年２月22日開催の第９回定時株主総会におい

て、年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株
主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は４名（うち社外取締役は０名）です。

５．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2017年２月22日開催の第９回定時株主総会において、年額
50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３
名（うち社外取締役は２名）です。

６．取締役会は、代表取締役社長渡辺博之に対し各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業
績を踏まえた評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ
各取締役の担当事業について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためでありま
す。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に監査等委員会がその妥当性等について確認し
ております。
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（6）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役鷲﨑弘宜氏は、早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所の所
長、早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科の教授、国立情報学研究所の客員
教授及びIEEE Computer SocietyのPresidentであります。当社と各兼職先との間に
は特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）水谷幸二氏は、佃パートナーズ株式会社の代表取締役、三田アド
バイザリー株式会社の取締役、株式会社トップ教育センターの代表取締役会長、株式会
社OKANの社外監査役及び宏洋株式会社の代表取締役社長であります。当社と各兼職先
との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）中村渡氏は、中村公認会計士事務所の所長、中村渡税理士事務所
の所長、J-STAR株式会社の監査役、株式会社百戦錬磨の監査役及びJ-STARアセットマ
ネジメント株式会社の監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はあり
ません。

② 当事業年度における主な活動状況
出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
鷲 﨑 弘 宜

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席いたしました。ソフトウェアエ
ンジニアリング分野の専門家であり、同分野での卓越した知見と豊富な経験を活か
し、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための発言を行っております。

取締役（監査等委員）
水 谷 幸 二

当事業年度に開催された取締役会20回及び監査等委員会20回の全てに出席いたし
ました。金融機関等での豊富な知識や経験を活かし、取締役会において、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。監査等委員
会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する協議などを行っており
ます。

取締役（監査等委員）
中 村 渡

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに、また、監査等委員会20回のうち
17回に出席いたしました。公認会計士、税理士としての専門的見地から、取締役会
において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行ってお
ります。監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する協
議などを行っております。

2026年01月19日 16時52分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 21 ―

５．会計監査人の状況
（1）名称 監査法人A&Aパートナーズ

（2）報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,700千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19,700

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場
合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

（5）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（1）当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制
① 当社は、法令・定款及び社会規範を遵守するための「コンプライアンス基本方針」を制

定し、全社に周知・徹底する。
② 当社は、コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、経営会議において、コンプ

ライアンス体制の構築・維持にあたる。
③ 当社は、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の

維持・向上を図る。
④ 当社は、内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応

する。
⑤ 当社は、健全な会社運営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また、不当

な要求には断固としてこれを拒絶する。
（当該体制の運用状況）

当社は、全社員が参加する全体会議等においてコンプライアンス教育を実施しておりま
す。また、内部通報窓口を設置し、法令や企業倫理に反する行為の未然防止に努めており
ます。

（2）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令及び文書管理規程等に基づき、

適切に保存及び管理を行う。
② 当社の取締役（監査等委員を含む。）は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとす

る。
（当該体制の運用状況）

当社は、法令及び文書管理規程などの社内規程に基づき必要な文書等を保存・管理し、
文書等を速やかに閲覧できる体制を整えております。

（3）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、リスク管理に関する事項を経営会議規程で制定し、会社の事業活動において想

定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理できる体制を構
築する。

② 当社は、経営会議において、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強
化を図る。

③ 当社は、危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当
該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
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（当該体制の運用状況）
当社は、経営会議において、具体的な損失の危険の可能性及びそのリスクコントロール

の方法、体制に関して審議し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する制度を構
築しております。当事業年度においては、リスクアセスメントを行い、経営会議でリスク
及びそのコントロールの方法等について協議を行いました。

（4）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、

責任の明確化を図る。
② 当社は、取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催す

る。
③ 当社の取締役会は、当社の経営計画を決議し、管理本部はその進捗状況を毎月取締役に

報告する。
（当該体制の運用状況）

当社は、当事業年度において臨時のものも含め20回の取締役会を開催し、上記記載の
運用をいたしました。

（5）当社及びその子会社（以下「当社グループ」という。）の業務の適正を確保するための体
制

① 当社の内部監査部門は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を取締役社長に報
告する。

② 当社は、子会社の事業活動において想定される各種リスクを適切に評価・管理し、これ
らに対する予防・軽減体制の強化を図るとともに、危機発生時には対策本部等を設置
し、適切かつ迅速に対処する。

③ 当社子会社は、取締役会規程等を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図ると
ともに、取締役会を定期的に開催し、経営計画を決議する。

④ 当社は、子会社の取締役から定期的に業績その他重大な事象について報告を受ける。
（当該体制の運用状況）

上記のとおり、運用いたしました。

（6）当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項

① 当社は、監査等委員会の求めに応じて、監査等委員会と協議のうえ、スタッフを任命
し、当該監査業務の補助に当たらせる。

（当該体制の運用状況）
現状は、監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められておりま

せんが、制度的に上記体制を確保できるようにしております。
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（7）当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 当社の監査等委員会より業務の補助の要請を受けた使用人は、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く）及び上長の指揮・命令は受けないものとする。
② 当該使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得るものとする。
（当該体制の運用状況）

現状は、監査等委員会から要望がないため、その職務を補助すべき使用人を置いており
ませんが、実際に当該使用人を置くことになった場合は、上記体制が確保できるようにい
たします。

（8）当社グループの取締役等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会へ
の報告に関する体制、当該報告をしたことにより不利益を受けないことを確保するための
体制

① 当社の監査等委員は、取締役会のほか全体会議等の重要な会議に出席し、取締役及び使
用人から職務執行状況の報告を求めることができる。

② 当社グループの取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える
おそれのある事実を発見したときには速やかに監査等委員に報告する。

③ 当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員から業務執行に関する事項の報告を求
められた場合には、速やかに報告する。

④ 監査等委員に報告を行ったことを理由として、報告者に不利益な取り扱いは行わない。
（当該体制の運用状況）

当社では、取締役会、経営会議以外の会議についても監査等委員の出席を可能とし、ま
た、監査等委員会は、取締役、使用人に対して必要に応じ報告を求め、また必要な意見交
換やヒアリングを実施し、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保しておりま
す。

（9）その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社の監査等委員会は、法令に従い、社外取締役（監査等委員）を含み、公正性かつ透

明性を担保する。
② 当社の監査等委員は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
③ 当社の監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行い、相互の

連携を図る。
④ 当社の監査等委員は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担で弁護士、公

認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
⑤ 当社の監査等委員が、その職務の執行について費用の前払等を請求した場合は、当社

は、監査等委員の職務の執行に必要でないと認められるときを除き、これを拒否しな
い。
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（当該体制の運用状況）
当社では、代表取締役社長とは３か月に１回程度、意見交換を、また、会計監査人及び

内部監査部門とは３か月に１回程度、情報交換を行い、相互の意思疎通や連携を図ってお
ります。また、監査等委員会が監査業務に必要と判断した費用については、会社の費用負
担で専門家等の意見を聴取できることを確保しております。

（10）反社会的勢力排除に向けた基本的考え方と整備状況
① 当社は、コンプライアンス基本方針及びコンプライアンス行動基準において、反社会的

勢力の排除を宣言するとともに、反社会的勢力対応基本規程を制定し、反社会的勢力と
の関係を遮断するための体制や反社会的勢力対応に関する基本的な事項を定める。

（当該体制の運用状況）
当社は、反社会的勢力排除の体制として、管理本部担当役員を当社全体の反社会的勢力

対応の実施及び運用の責任と権限を有する反社会的勢力対応統括責任者、管理本部を反社
会的勢力対応を統括する部署とし、反社会的勢力調査要領、反社会的勢力対応マニュアル
において、反社会的勢力と取引しないための取引先等の調査方法を定め、反社会的勢力の
チェックを実施しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年11月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 1,655,295 流 動 負 債 187,927

現 金 及 び 預 金 1,440,905 買 掛 金 17,700

売 掛 金 67,956 未 払 法 人 税 等 42,878

契 約 資 産 130,544 そ の 他 127,348

棚 卸 資 産 110

そ の 他 15,779

固 定 資 産 202,503 負 債 合 計 187,927

有 形 固 定 資 産 21,747 （純 資 産 の 部）
建 物 8,469 株 主 資 本 1,669,871
工 具、 器 具 及 び 備 品 13,278 資 本 金 454,221

無 形 固 定 資 産 115,466 資 本 剰 余 金 445,221
の れ ん 71,583 利 益 剰 余 金 770,519

そ の 他 43,883 自 己 株 式 △91

投 資 そ の 他 の 資 産 65,289

繰 延 税 金 資 産 41,640

そ の 他 23,648 純 資 産 合 計 1,669,871

資 産 合 計 1,857,799 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,857,799
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連 結 損 益 計 算 書

（2024
2025

年
年
12
11

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,386,816

売 上 原 価 808,840

売 上 総 利 益 577,976

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 388,020

営 業 利 益 189,955

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,840

助 成 金 収 入 2,059

そ の 他 339 4,238

経 常 利 益 194,194

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0 ０

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 194,194

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 71,579

法 人 税 等 調 整 額 △4,850 66,728

当 期 純 利 益 127,466

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 127,466
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連結株主資本等変動計算書

（2024
2025

年
年
12
11

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本
純 資 産 合 計

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 453,486 444,486 700,350 △91 1,598,231 1,598,231

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 735 735 1,470 1,470

剰 余 金 の 配 当 △57,296 △57,296 △57,296
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 127,466 127,466 127,466

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当 期 変 動 額 合 計 735 735 70,169 − 71,639 71,639

当 期 末 残 高 454,221 445,221 770,519 △91 1,669,871 1,669,871
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 １社
連結子会社の名称 株式会社ｂｕｂｏ

（2）持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は10月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、連結子会社の決算日現

在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っており
ます。

（4）会計方針に関する事項
① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）を採用しております。

貯蔵品 移動平均法による原価法を採用しております。
② 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８年〜15年
工具、器具及び備品 ３年〜20年

無形固定資産
自社利用のソフトウェア 社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。
③ 引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当連結会計年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権
等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。
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④ 収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社グループは、主に組込みソフトウェア開発のコンサルティングの役務を提供しており、顧客との契

約に基づいて、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度
の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行
っております。
また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収すること

が見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

⑤ のれんの償却方法及び償却期間
効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分
（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３項ただし書き
に定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算

書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
（一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識）

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
当連結会計年度末時点で一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高 118,676千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループの組込みソフトウェア開発のコンサルティングについては、顧客との契約に基づいて、履行

義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間
の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
収益総額、原価総額及び当連結会計年度末における進捗度を合理的に見積っておりますが、想定していな

かった原価の発生等により当該見積りが変更された場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が
あります。

４．連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 50,314千円

（2）当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであり
ます。
当座貸越限度額の総額 300,000千円
借入実行残高 −
差引額 300,000千円

（3）棚卸資産の内訳は次のとおりであります。
仕掛品 81千円
貯蔵品 29千円
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株 式 数 （株）

当連結会計年度増加
株 式 数 （株）

当連結会計年度減少
株 式 数 （株）

当連結会計年度末
株 式 数 （株）

発 行 済 株 式

普 通 株 式 3,015,700 9,800 − 3,025,500

合 計 3,015,700 9,800 − 3,025,500

自 己 株 式

普 通 株 式 77 − − 77

合 計 77 − − 77

（注）発行済株式の総数の増加9,800株は、新株予約権の行使によるものであります。

（2）配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配 当 額

（円）
基 準 日 効 力 発 生 日

2025年２月27日
定 時 株 主 総 会 普通株式 57,296 19 2024年11月30日 2025年２月28日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配 当 額
（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2026年２月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 60,508 20 2025年11月30日 2026年２月27日
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６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は原則として行わな

い方針であります。
② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

売掛金は、「与信管理規程」に沿ってリスクの低減を図っております。
ロ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

資金担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リ
スクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。

⑤ 信用リスクの集中
当連結会計年度の決算日現在における営業債権のうち58.2％が特定の大口顧客（上位３社）に対するも

のであります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2025年11月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、現金及び預金、売

掛金、契約資産は、現金であること及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注
記を省略しております。
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７．収益認識に関する注記
（1）収益の分解情報

当社グループは、コンサルティング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は
概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (4)会計方針に関する事項 ④

収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 90,425千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 67,956千円

契約資産（期首残高） 176,295千円

契約資産（期末残高） 130,544千円

契約負債（期首残高） 7,795千円

契約負債（期末残高） 20,589千円
連結貸借対照表上、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」に計上しており、契約負債は流動負債の

「その他」に含めて計上しております。
契約負債は、顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識され

た収益のうち、期首現在の契約負債の残高に含まれていた金額は、7,795千円であります。

② 残存履行義務に配分した取引金額
当社グループは、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、

残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

８．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たりの純資産額 551円95銭
（2）１株当たりの当期純利益 42円24銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2025年11月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 1,494,153 流 動 負 債 147,794

現 金 及 び 預 金 1,302,072 買 掛 金 12,669

売 掛 金 50,711 未 払 金 13,011

契 約 資 産 124,872 未 払 法 人 税 等 24,515

仕 掛 品 81 未 払 費 用 25,202

貯 蔵 品 29 預 り 金 28,278

前 払 費 用 14,990 そ の 他 44,117

そ の 他 1,395 負 債 合 計 147,794

固 定 資 産 327,224 （純 資 産 の 部）

有 形 固 定 資 産 21,579 株 主 資 本 1,673,584

建 物 8,469 資 本 金 454,221

工 具、 器 具 及 び 備 品 13,110 資 本 剰 余 金 445,221

無 形 固 定 資 産 43,883 資 本 準 備 金 445,221

ソ フ ト ウ エ ア 43,883 利 益 剰 余 金 774,232

投 資 そ の 他 の 資 産 261,761 利 益 準 備 金 3,375

関 係 会 社 株 式 198,478 そ の 他 利 益 剰 余 金 770,857

敷 金 及 び 保 証 金 23,648 繰 越 利 益 剰 余 金 770,857

繰 延 税 金 資 産 39,635 自 己 株 式 △91

純 資 産 合 計 1,673,584

資 産 合 計 1,821,378 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,821,378
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損 益 計 算 書

（2024
2025

年
年
12
11

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,170,255

売 上 原 価 687,740

売 上 総 利 益 482,515

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 342,906

営 業 利 益 139,608

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,709

受 取 手 数 料 6,802

助 成 金 収 入 2,059

そ の 他 37 10,608

経 常 利 益 150,217

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0 0

税 引 前 当 期 純 利 益 150,217

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 49,684

法 人 税 等 調 整 額 △3,175 46,508

当 期 純 利 益 103,708
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株主資本等変動計算書

（2024
2025

年
年
12
11

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 453,486 444,486 444,486 3,375 724,445 727,820

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 735 735 735

剰 余 金 の 配 当 △57,296 △57,296

当 期 純 利 益 103,708 103,708
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 735 735 735 − 46,412 46,412

当 期 末 残 高 454,221 445,221 445,221 3,375 770,857 774,232

株 主 資 本
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △91 1,625,702 1,625,702

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1,470 1,470

剰 余 金 の 配 当 △57,296 △57,296

当 期 純 利 益 103,708 103,708
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） −

当 期 変 動 額 合 計 − 47,882 47,882

当 期 末 残 高 △91 1,673,584 1,673,584
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）を採用しております。

② 貯蔵品 移動平均法による原価法を採用しております。
（3）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８年〜15年
工具、器具及び備品 ３年〜20年

② 無形固定資産
自社利用のソフトウェア 社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。
（4）引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等も
ないため、貸倒引当金を計上しておりません。

（5）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は、主に組込みソフトウェア開発のコンサルティングの役務を提供しており、顧客との契約に基づい

て、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各
報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが

見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
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２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関
する改正については、2022年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりま
す。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
（一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識）

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
当事業年度末時点で一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高 113,520千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の組込みソフトウェア開発のコンサルティングについては、顧客との契約に基づいて、履行義務の充

足の進捗度に応じて収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日
までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
収益総額、原価総額及び当事業年度末における進捗度を合理的に見積っておりますが、想定していなかっ

た原価の発生等により当該見積りが変更された場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 50,137千円

（2）当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの
契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
当座貸越限度額の総額 300,000千円
借入実行残高 −
差引額 300,000千円

（3）関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 1,323千円
短期金銭債務 990千円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業収益 411千円
営業費用 18,384千円
営業取引以外の取引高 6,500千円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 事 業 年 度 期 首
株 式 数 （株）

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数 （株）

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数 （株）

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （株）

自 己 株 式

普 通 株 式 77 − − 77

合 計 77 − − 77

７．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 2,403千円
ソフトウェア 34,677千円
その他 2,553千円

繰延税金資産合計 39,635千円
繰延税金資産の純額 39,635千円

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため、注記を省略しています。

８．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（5）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま
す。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たりの純資産額 553円17銭
（2）１株当たりの当期純利益 34円37銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年１月16日
株式会社エクスモーション
取締役会 御中

監査法人A&Aパートナーズ
東京都中央区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 村 仁 士
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 脇 毅

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エクスモーションの2024年12月１日か

ら2025年11月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エクスモーション及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年１月16日
株式会社エクスモーション
取締役会 御中

監査法人A&Aパートナーズ
東京都中央区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 吉 村 仁 士
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 森 脇 毅

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エクスモーションの2024年12月

１日から2025年11月30日までの第18期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監査報告書

当監査等委員会は、2024年12月１日から2025年11月30日までの第18期事業年度における取締役の職
務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会

議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子
会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人A&Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人A&Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年１月23日
株式会社エクスモーション 監査等委員会

監査等委員 水 谷 幸 二 ㊞
監査等委員 甲 斐 素 子 ㊞
監査等委員 中 村 渡 ㊞

（注） 監査等委員水谷幸二及び中村渡は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役
であります。

以 上
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当社のプレスリリースや決算発表等の情報について、ご登録い
ただいたメールアドレスにお知らせいたします。
メール配信は、株式会社マジカルポケットが提供するメール配
信サービスを通じて配信しています。
QRコードより先は、IRニュース メール配信サービスの登録
ページ（外部サイト）へ移動します。
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

■ IRメール配信サービスのご案内■

当社のウェブサイトでは、会社情報、IR情報等様々な最新情報
を掲載しております。
ぜひ、ご覧ください。

https://www.corporate.exmotion.co.jp/

■ ウェブサイトのご案内 ■
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メ モ
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JR・りんかい線 大崎駅

大崎ニューシティ

ゲートシティ大崎

アートヴィレッジ
大崎

小関橋交差点

スターバックスコーヒー
大崎
ブライトプラザ

小関橋

大崎ブライトコアホール

南改札

北改札

西口

東口

新西口 新東口

エレベーター

エスカレーター

A C

B

D

セブンイレブン

会 場 大崎ブライトコア ３階「大崎ブライトコアホール」
東京都品川区北品川五丁目5番15号 TEL 03－5447－7130（代表）

交 通 JR 山手線・JR 埼京線・JR 湘南新宿ライン・りんかい線･････「大崎駅」新東口（南改札）から徒歩約５分

株主総会会場ご案内図

4 セブンイレブンが１階に入ったビルの
３階になります

南改札●を出て左手、新東口●方面へとお進みくだ
さい。

Ａ Ｂ

正面に見えるエレベーター●、または左奥に設置さ
れたエスカレーター●で１階に降りてください。

Ｃ

Ｄ

※エレベーター●をご利用の際は、１階に降りたらＵターン
してください。

Ｃ

１階に降り、そのまま直進すると川が見えてきます。
小関橋を渡り、さらに直進してください。

直進するとスターバックスコーヒーが左手に見えて
きます。小関橋交差点を渡り、セブンイレブンが１
階に入ったビルの３階が「大崎ブライトコアホール」
です。

1 南改札口を出て左手、新東口へ

2 １階に降りてください

3 小関橋を渡り、さらに直進してください

株主総会ご出席の皆様への
お土産のご用意はございません。
あらかじめご了承ください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

［お願い］
※ご来場に際しましては、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。
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